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ABSTRACT

This article compares Japanese law and Finnish law concerning the system
of transfer of land ownership. It specifically examines related topical issues in
Japanese law, such as requirements of transfer of land ownership, double
transactions, protection of a trusting third party against false registration in-
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formation as well as the protection of land use rights. In addition, this article
presents the progress of the Finnish land law from medieval times to its re-
form in 1995 and creation of the online conveyance system in 2013, including
the underlying principles and theory of the land law. In Finland, the kind of
land ownership transfer issues which have been discussed intensively in Ja-
pan, are governed by specific legal rules. Comparing Finnish and Japanese
law provides important insights into the discussion of transfer of ownership
according to Japanese law.
* The manuscript of this article was written jointly by Hatanaka and Hoffrēn
in English. Hatanaka also translated it into Japanese and is responsible for the
translation.

はじめに

1．本稿の目的と対象

日本の民法典は、制定以来約120年に渡って、物権変動に関する規定を維

持してきた。裁判所はそれらの規定の解釈を通して多数の判例を作り、学説

も様々な見解を示してきた。その結果、物権変動の主要な論点について複雑

で激しい議論が蓄積されてきた。フィンランド法は、これらの点について明

瞭な準則を持つに至っている。

本稿は、日本とフィンランドの土地所有権移転制度を比較するものである。

この比較研究の目的は、フィンランドの土地法とその諸原則を日本に紹介す

ること、そして、日本において激しく議論されてきた論点についてフィンラ

ンドでは立法がなされていることを示すことにある。これにより、両国の制

度の比較法的研究の必要性を示すことができると考える。

上記の点に加え、フィンランドの物権法は、比較法上、重要な理論的意義

を有している。フィンランドでは、いわゆる段階的所有権移転論が通説となっ

ている。日本では、段階的移転論は注目されつつも、特に実務上の問題を解
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決できるかについて懸念が示されてきた1。フィンランド法が実務上の問題

をどのように解決しているかを知ることは、段階的移転論をめぐる日本の議

論にとって重要な意義を有すると思われる。

本稿は、検討対象を土地の譲渡に限定する。動産と不動産では目的物の性

質が大きく異なる上、日本とフィンランドでは不動産の概念に相違があるか

らである。日本法は、建物を土地から独立した不動産としている。これに対

し、フィンランドにおいては、建物それ自体は不動産にならない。建物が土

地所有権から切り離される場合には、建物は動産となる。

本稿では、日本法上の主な論点に即して、両国の制度を比較する。また、

比較においては、フィンランド法が日本であまり知られていないことに鑑み、

フィンランド法の紹介に重きを置く。

2．土地取引に関するフィンランド私法の概要と沿革

日本においては、土地取引に関する主な法律は、民法典と不動産登記法で

ある。民法典は、所有権移転に関する実体的準則を包括的に定めている。

これに対し、フィンランドには、私法関係を包括的に規律する法典は存在

しない。土地の取得に関する準則は土地法が規定している2。土地法はさら

に登記関連規定を定めている。登記簿は「権利・担保登記簿（Lainhuuto- ja

kiinnitysrekisteri）」と称され3、物的編成主義が採られている。

現在の土地法は、1995年に改正され、立法されたものである。改正前は、

土地の取得は、雑多で非常に時代遅れの規定によって規律されていた。それ

らの規定は1700年代、1800年代、1900年代初頭に遡るものである。

1 例えば、山野目2012，32－34参照。
2 maakaari 540/1995（土地法（1995年法律第540号））．土地法の英訳条文は、フィンランドの
法務省のホームページ（FINLEX）で閲覧できる。http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1995
/en19950540.pdf
3 英語では“the title and mortgage register”と訳される。
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土地の取得に関しては、かなり古くから特別の立法が存在していた。その

歴史は、スウェーデンとフィンランドにおける成文法の歴史と同じくらい長

い4。土地の取得に関する準則は、1300年代までは各地方の法典（地方法お

よび都市法）に含まれていた。不動産に関する最初の全国的法典は、マグヌ

ス・エリクソン王の国法の一部として制定され、それを若干修正した法典が

1442年にクリストファー王の国法に含まれた5。

その次の不動産法典は、1734年のスウェーデン法の法典編纂の一部として

制定された（以下、1734年土地法という）。この法典は、1995年に現行土地

法が制定され1997年に施行されるまで効力を有していた。1734年土地法は、

1805年と1930年に大きく修正されている。1805年にはスウェーデン国王が「王

定解釈」を与え、事実上、誠実性による取得（acquisition in good faith）の

準則が変更された6。1930年には権利登記制度が導入された7。

土地の取得に関する初期の法典は、土地を家産として取り扱っていた。中

世の地方法典によれば、家族構成員以外の者への土地の売却は禁じられてい

た。その後、中世の国法によって、家族構成員以外への土地の売却が認めら

れるようになったが、相続された土地については、売主の親族に買戻権が与

えられていた8。土地の売買に関する形式要件の機能の一つは、親族による

買戻権の行使を可能とすることにあった9。1734年土地法は、土地に対する

家族の権利を制限した。買戻権は1930年に廃止された10。

4 フィンランドは、1809年にロシアの自治区（フィンランド大公国）となるまで、スウェーデ
ンの一部であった。フィンランドは1917年にロシアから独立した。
5 Björne 1998, 23.
6 Björne - Vepsä 2010, 8.
7 Laki lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta 86/1930（権利の登記および不
動産取得の異議に関する法律（1930年法律第86号））．
8 Björne 1998, 28.
9 Niemi 2002, 40.
10 Laki sukulunastusoikeuden lakkauttamisesta sekä eräiden muiden perimysmaan erikoisluon-
toa koskevain säännösten kumoamisesta 85/1930.
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第1章 所有権移転の捉え方

個々の制度を詳細に比較する前に、日本とフィンランドにおける所有権移

転の基本的考え方を紹介し、比較することが有益である。所有権移転をどの

ように捉えるかは、後のいくつかの章で取り上げる実務上の問題の解決に

とって、共通の理論的背景となるものである。

日本の通説は、伝統的に、所有権は分割不能な存在であると考えてきた。

それゆえ、所有権は、ある特定の時点で、売主から買主に包括的に移転する。

所有権の所在は、様々な問題の解決に影響を及ぼす。危険負担や果実の収取

等、所有権の所在が決定的な意義を持たない問題もあるが、そうした問題で

あっても、包括的な所有権の帰属先と矛盾しないように問題の解決策を説明

しなければならない。

これに対し、所有権は分割可能な権能の束であり、売主から買主へと段階

的に移転すると主張する見解がある。当初、この見解は北欧諸国の通説とし

て日本に紹介された11。その後、鈴木禄弥と太田知行が日本法の解釈論とし

てこの立場を積極的に主張した12。両者は北欧法を比較法上の積極的根拠と

して援用している。この見解は通説にはならなかったが、所有権移転の理論

の一つとして確固たる地位を獲得した。

フィンランドおよび他の北欧諸国においては13、現代の法学者は所有権の

11 石田1979，73－75，77注（8）－（10），79（北欧法を紹介した論文の初出は1959年）．なお、これ
以前にも我妻栄による紹介がある。我妻1966，239－240，245－246，我妻1969，14－15，30，42－43，
80－81（我妻による北欧法の紹介は1937年に始まる）．
12 鈴木1976，109－167，215－216，鈴木2007，120－125，太田1963，7，54－62，83－84，106－109．
鈴木、太田はそれぞれの見解を1962年に公表している。なお、太田は、自身の見解が民法学の
方法論に関する主張であることも明示している。太田1963，8．
13 北欧諸国の段階的所有権移転論については、前掲注（11）（12）で引用した文献のほか、フィ
ンランドについて畑中2013、スウェーデンについて杉浦2013（杉浦は善意取得制度との関係に
分析を進める）がある。
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移転時期を議論しない。これは1900年代における北欧法理論の発展の結果で

ある。伝統的には、所有権は単一の実体（a single entity）であり14、ある者

から他の者へと特定の時点で移転する、と考えられてきた（一元的アプロー

チ）。法学者は精確な所有権移転時期をなんとかして特定しようとしていた。

20世紀への転換期、デンマークの学者カール・トルプ（Carl Torp）は、所

有権移転時期に関する議論に加わり、「所有権」という概念は単一の実体で

はなく、様々な権限の束に対する便利な名称であると指摘した。所有権が移

転する場合、これらの権限は、ある特定の時点において、異なった当事者に

帰属しうる。それゆえ、「所有権」が「いつ」移転するかを問うことは適切

ではない。買主または売主の地位は、問題となる人間関係に応じて異なった

ものとなる。そして、異なる人間関係についての問題は、所有権が移転した

か否かを考慮することなく、相互に独立して解決される。例えば、買主は、

たとえ二重譲渡の場面では契約締結に加えて他の要件（例えば引渡し）を満

たさないと保護されないとしても、売主の債権者との関係では契約締結後直

ちに保護される15。

20世紀前半、こうした機能的アプローチが北欧法理論において通説化した16。

フィンランドにおいて、このアプローチに属する最も重要な初期の学者は、

シモ・ツィッティング（Simo Zitting）である。ツィッティングは、博士論

文において、所有権の移転時期と権利の登記の効力を研究した。ツィッティ

ングは、以下の図を用いて、買主（Ｂ）の地位を、売主（Ａ）との関係およ

び第三者（Ｘ、Ｙ、Ｚ）との関係で示した17。

14 太田にならい、“entity”を「実体」と訳した（畑中）。太田1963，1，55．
15 Torp 1902.
16 この理論に関する初期の議論は、Björne 2002，251－253およびBjörne 2007，469－495にまと
められている。
17 Zitting 1951, 49.
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Y

Z Z

B

Z Z

ＺはＢの権利を侵害する一般第三者である。Ｘは売主の前主を示し、Ｙは

売主の承継人を示している。

ツィッティングは、所有者の地位は三つの要素から成ると主張した。すな

わち、「占有権」、「所有者の処分権」、「動的保護（dynamic protection）」で

ある。

「占有権」とは、他者から侵害されることなく目的物を利用する権利を意

味する。所有者の占有権は「静的保護」、すなわち、他者による介入からの

保護を享受する（例えば、目的物が毀損された場合の損害賠償請求権）。占

有権の静的保護は、全ての部外者（Ｚ）に対して同様である。「処分権」と

は、占有権を処分する権限を意味する。「動的保護」は、権利が衝突する一

定の他者（例えば、売主の前主や債権者（Ｘ）、売主の承継人（Ｙ））に対す

る所有者の地位を意味する。静的保護と異なり、動的保護は人間関係によっ

て異なってくる。すなわち、Ｂは一定の第三者に対して動的保護を受けるこ

とができるが、他の者に対してはそうではない。

ＢがＡ、Ｘ、Ｙ、Ｚから保護されるべきか否かを決定するためには、所有

権が移転したかどうかを決定する必要はなく、個々の関係においてどのよう

な基準が妥当であるかを検討する必要がある。たとえば、権利の登記は、異

なった関係においては異なった意義を有する。

日本の通説も、実務上の問題を十分意識しながら理論を構築してきた。こ
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の点で、機能的あるいは実践的な思考は、理論の立場を問わず普及してきた

といえる。しかし、日本においては、そのような思考は伝統的な所有権概念

の下で考慮される。誰が包括的所有権を有するかについての答えは、実務上

の問題の解決策を説明できなければならない。少なくともそれらの解決策と

矛盾してはならない。それゆえ、多かれ少なかれ、所有権の所在に常に注意

を払う必要がある。他方、フィンランド法はかなり以前に所有権概念の内容

を変更した。フィンランドにおいては、実務上の判断が包括的所有権の帰属

先の説明から解放されている。

第2章 土地の譲渡

第1節 所有権移転の要件

日本では、物権の設定および移転は意思表示のみによって効力を生じると

される（民法176条）。それゆえ、契約書の作成、公証人の認証、登記、引渡

等は、所有権移転の要件にはなっていない。この規定については、所有権の

移転時期をめぐって激しい議論がなされてきた18。

1．土地譲渡契約の成立要件

フィンランドにおいては、不動産売買について厳格な形式要件が存在する。

伝統的に、不動産売買契約は書面によって締結されてきた。国土調査局の提

供するオンライン・プラットフォームを用いて、オンラインで不動産を売買

することも可能である19。この制度は、譲渡をより迅速かつ容易に、そして

18 鎌田2007，13－20，滝沢2009，42－74を参照。
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より安価に行えるように、2013年に導入されたものである2021。

契約書は、売主と買主によって署名されなければならない。さらに、公証

人（kaupanvahvistaja）が、公的な証人として、署名した両者の面前で売買

を認証しなければならない（土地法2章1条1項）。公証人の義務は公証人

法に定められている22。公証人は、譲渡を認証する前に以下の事項を確認し

なければならない。すなわち、当事者の本人確認、売買契約が土地法上の形

式要件を満たしているか、譲渡はどの登記物件に関するものか、土地の登記

番号、である。公証人は、土地法の規定する形式要件以外の、契約の有効性

を確認する義務を負わない。しかし、強迫や行為能力の欠如等、譲渡が有効

ではないとの疑いを有すべき合理的な根拠がある場合には、譲渡を認証して

はならない。

公証人による認証は、オンライン・プラットフォームによる不動産売買に

おいては不要である。オンライン・プラットフォームは、売主が所有者とし

て登記されている場合のみ利用することができる（土地法9a 章8条）。

売買契約書は、①譲渡の意思、②譲渡される不動産、③売主と買主、④代

金その他の対価、を示すものでなければならない（土地法2章1条2項）。

これらの形式要件は、オンライン・プラットフォームを使う場合でも満たさ

なければならない。登記官が形式面での瑕疵を見落として権利登記を行った

場合には、売買は瑕疵に関わらず有効なものとなる（土地法13章1条）。

19 国土調査局（National Land Survey）とは、不動産情報の管理と権利・担保登記の運用を担
う機関である。
20 Laki maakaaren muuttamisesta 96/2011 and laki sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja
kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 622/2013.
21 HE 146/2010, 8-9.
22 laki kaupanvahvistajista 573/2009.
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2．土地譲渡契約の公示と権利の登記

公証人は、売買を登記官に通知しなければならない（公証人法6条1項）。

通知の後、登記官は売買の情報（取得情報）を権利・担保登記簿に記入する

（土地法7章5条）。オンライン・プラットフォームを用いて売買契約を締

結する場合には、取得情報は自動的に登記簿に記入される。取得情報は権利

登記とは異なっており、注意が必要である。取得情報は買主の関与なく登記

簿に記入されるが、権利登記の申請は買主の義務である。取得情報は不動産

取引の公示を助けるものではあるが、権利登記ほどの重要性は持たない。例

えば、取得情報に対する第三者の信頼は保護されない。

売買契約締結の後、買主は6ヶ月以内に権利の登記（lainhuuto）を申請

しなければならない（土地法11章1条）23。オンライン・プラットフォーム

によって契約を締結した場合には、登記の申請は自動的に行われる。

売買契約は登記がなくても有効に成立するが、登記の後、買主の地位はよ

り強力なものとなる。例えば、後述するように、二重譲渡の場面で買主は登

記による保護を受ける。また、買主は、所有権取得の登記を申請しなければ、

担保権を土地に設定することができない。担保権を設定するためには、登記

所から発行される担保証書（mortgage instrument, panttikirja）を債権者に

交付することが必要であるが、所有権取得の登記を申請するまでは、担保証

書の交付を申請できないからである24。権利登記は所有者の権利を証明する

役割を果たすこと25、遅滞なく登記するインセンティブを与えることがその

23 期限内に登記を申請しない場合、買主は制裁的課税を負担しなければならない。See Transfer
Tax Law (931/1996; varainsiirtoverolaki) 2: 8.
24 最後に権利の登記を申請した土地所有者が、不動産に対する担保証書の交付を申請すること
ができる（土地法16章3条）。土地所有者は、債権者と担保権設定の合意を交わした後、担保
を証明する担保証書の交付を受け（同法16章5条）、この証書を債権者に交付する。これによっ
て担保権が設定される（同法17章2条1項）。
25 HE 120/1994, 32.
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理由である。1995年の土地法改正の一つの目的は、権利・担保権登記簿の信

頼性を高めることであった26。

3．土地譲渡契約の要件の変遷

現行法の制定以前には、土地の売買について、別の形式要件が存在した。

中世においては、土地の売買は、地方の裁判所の開催期間中（käräjät）に

12人の証人の前で締結され、裁判官によって認証されなければならなかった

（1350年頃のエリクソン王の国法および1442年のクリストファー王の国法の

諸規定）。1734年以降は、不動産売買は2人の証人の面前で、書面で締結さ

れなければならなかった（1734年土地法1章2条）27。

1933年には、土地の売買前に慎重な考慮を促すことと、土地譲渡の公示性

を高めることを目的として、法改正がなされた28。書面および2人の証人要

件は維持されたが、証人の1人は公証人でなければならないとされた。2人

の証人要件は1995年の改正によって廃止された。公証人に加えて他の証人を

設ける必要はないと考えられたからである29。

1995年の改正前、土地の売買が形式要件の瑕疵によって無効になることは、

珍しいことではなかった。たとえば、証人が資格を有していなかった場合、

売買は無効であった30。形式要件とその厳格な解釈は、法的安定性を脅かす

ものとして批判された31。現行土地法は、形式要件の瑕疵による無効は登記

によって補正されると規定し、法的安定性を高めている（同法13章1条）。

26 HE 120/1994, 22.
27 Niemi 2002, 40-42.
28 Niemi 2002, 45.
29 HE120/1994, 24.
30 See supreme court decisions KKO 1954 II 98, KKO 1981 II 162 and KKO 1992: 153.
31 Godenhielm 1975, 63.
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4．土地譲渡契約と所有権移転との関係

第1章で述べたように、フィンランドでは、「所有権の移転」は包括的所

有権の移転を意味していない。それゆえ、土地譲渡契約の成立要件は、包括

的な所有権移転の要件と同義ではない。所有権移転は、様々な要件の下で、

様々な段階で発生する。

現行土地法は、このような機能的アプローチを反映している。所有権移転

は契約締結時に始まる段階的なプロセスであり、契約締結後、買主の地位は、

登記簿への取得情報の記入、権利登記の申請、登記の実行と進むにつれて、

より強いものとなっていく。異なった関係においては異なった法的基準が妥

当する。売買契約は、必要な形式を満たして締結されると直ちに当事者間で

拘束力を生ずる。また、その時点以降、買主は売主の債権者から保護される

ようになる。これに対し、買主の地位の強化には登記の申請が必要とされる

関係もある（二重譲渡の箇所で再論する）。

法学者は所有権移転時期を特定しようとしていないが、所有権移転時期に

関する条項が売買契約書に記載されることは珍しいことではない。土地法上

もそのような条項は有効である。ただし、これらの条項もまた、包括的な所

有権の移転時期を定めたものではなく、所有権のいくつかの要素に影響を与

えるだけである。

土地法によれば、当事者は、代金の支払いその他の条件が履行されるまで、

売主が土地所有権を留保するとの合意をすることができる（留保条項）。そ

のような条項は、現行土地法によって、特定の理由のために売買を解除でき

るとする条項（解除条項）と同様に取り扱われることになった32。これら二

32 これらの条項は、売買契約書に記載されなければ効力を有しない。また、売買契約締結から
5年以上効力を持たせようとした場合も効力を有しない（土地法2章2条）。制限期間が満了
し、いずれの当事者も売主への所有権復帰を望まなかった場合には、売買は完全なものとなり、
登記が職権によって行われる（土地法2章2条および12章2条）。
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つの条項を同様に取り扱うことは、「所有権移転」時期を重視しないことの

一つの現れである。1995年の改正以前は、土地売買における留保条項は認め

られていたが、解除条項は禁止されていた。しかし、両条項の区別は困難で

あると批判され33、条項の表現に重きを置きすぎるという「言葉のマジック」

の問題もあった34。

解除条項または留保条項が存在する場合でも、買主は土地の占有権を取得

する。しかし、買主の土地利用権と処分権は、売買が完全なものとなるまで

は一定程度制約されている。上記条項が契約書に記載された場合でも、買主

は権利の登記を申請する義務がある。その申請は、売買が完全なものとなる

まで留保付きのものとなる（土地法12章2条）。

上記条項は、買主の動的保護に影響を与えない。例えば、買主は、売買契

約が締結されると直ちに売主の債権者に対して保護される。他方、売主は、

この条項によって、買主の債権者から保護される。

当事者はまた、占有権の移転時期について合意することもできる。そのよ

うな合意がない場合には、買主は、契約締結後、直ちに土地の占有権を取得

する（土地法2章12条1項）。売主が占有権を留保している限り、買主は、

売主の権利行使を妨げる形で土地を処分することができない。

土地法は危険の移転についても定めている。契約締結後の危険は買主が負

担する。留保条項、解除条項、売主による占有の留保は危険の移転に影響し

ない（土地法2章16条）。当事者は、より遅い時点での危険の移転を合意す

ることができる（例えば、占有権の移転と同時に危険が移転する）。

33 See, e.g., Tepora & al. 1991, 100-101.
34 See, e.g., Tepora 1984, 72-73 and Havansi 1992, 522.
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第2節 所有権の移転時期と第三者による侵害の取扱い

日本では、段階的所有権移転論は、主に第三者からの侵害をどう取り扱う

かについて批判されてきた35。段階的移転論は、売主も買主も侵害の排除と

損害賠償を請求できるから、包括的な所有権の帰属先を決める実益はないと

主張する36。この主張は、伝統的な立場から、次のように批判された。侵害

された権利が所有権なのか債権なのかによって損害賠償の要件は異なってく

る。債権侵害の方が所有権侵害よりも要件が厳しい。それゆえ、いずれの権

利が侵害されたかは実務上の差異を生じる問題である。買主の侵害された権

利を確定するために、所有権の移転時期を確定する必要がある37。

フィンランドでは、土地の所有者およびその他の占有権者（例えば賃借人）

は、妨害排除のために訴訟を提起する権利を有する38。土地の売買契約締結

後39、買主は権利登記を経なくても直ちにこの権利を取得する。この権利に

ついて特別の規定は存在しないが、学説と裁判実務は、侵害を排除する権利

は被侵害者全てに認められるものであり、所有権者だけが留保するものでは

ないとしている40。

損害賠償請求権は不法行為法によって規律される41。故意または過失によっ

て他人に損害を与えた者は損害賠償の責任を負う（不法行為法2章1条1項）。

原則として、人身または財産に対する損害のみが賠償対象となる。純粋経済

損害、すなわち人身または財産に対する損害に伴わない経済的損害は、一定

35 石田1979，136－138等を参照。
36 鈴木1976，118－120，156－164．
37 石田1971，83，生熊2013，187．
38 See, e.g., Wirilander 1980, 218-222, Tuomisto 1993, 41-44, Niemi 2012, 325-329.
39 例えば、売買契約が当事者によって署名され公証人によって認証された時点となる。また、
オンライン・プラットフォームで契約を締結した場合には締結の時点となる。
40 See, e.g., Tuomisto 1993, 43.
41 vahingonkorvauslaki 412/1974.
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の場合にのみ賠償対象となる（不法行為法5章1条）。

「財産に対する損害」の意義は不法行為法では定義されていない。政府の

法案によれば、財産に対する損害は、物が毀損または滅失した場合、または

物が「利用権」者にとって一時的に利用できなくなった場合に発生する42。

しかし、「誰が」損害賠償の権利を有するかは定められていない。実務上、

損害賠償請求権は、所有者その他の占有権者だけに留保されてはこなかった。

また、学説によれば、侵害された権利が物権であるか債権であるかは問題と

ならない。損害賠償を請求する者が特定の目的物について何らかの権利を有

し、その目的物が毀損され、あるいはその利用を妨げられたということで十

分である43。

このように、損害賠償請求権は、所有者その他の物権者だけに留保される

ものではない。それゆえ、損害賠償請求権は、所有権がいつ移転したかに基

づいては判断されない。典型的には、売主が占有権を留保していない場合、

買主は、契約締結後、土地の侵害者に対して損害賠償を請求することができ

る。売主が占有権を留保している場合には、おそらく売主が第三者による土

地侵害の損害を被ることになり、損害賠償請求権を取得する。もし売主と買

主の両方が損害を被った場合には、両者とも自身の損害について賠償を請求

することができる。例えば、売主が占有を留保したにも関わらず侵害行為に

よって土地を利用できず、買主が契約締結後すぐに危険を負担したために出

費を負担した場合である。

第3節 二重譲渡

日本では、不動産所有権を取得した者は、所有権移転を登記しなければ第

42 HE 187/1973, 24-25.
43 See, e.g., Tuomisto 1993, 39 and Ståhlberg & Karhu 2013, 318-321.
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三者に対抗することができない（民法177条）。同条には、第三者の主観に関

する文言がない。規定の表現のみ見れば、第三者は、登記さえ取得すれば、

先行する買主に優先して保護される。現行民法起草者の穂積陳重は、その理

由を、「絶対的ノモノデナケレバ公示法ノ効ヲ奏スルコトハ出来ヌ」と述べ

ている44。これに対し、裁判所は、早くから第三者の範囲を制限する立場を

採り、登記の絶対的役割について起草者と異なる立場を採った45。ただ、第

三者の主観については起草者と同様の立場に立ち、悪意の第三者も保護され

るとしてきた46。その後、裁判所と通説は、いわゆる背信的悪意者排除論を

採るようになり47、さらに近時においては、悪意や有過失の第三者の保護を

否定する学説が有力になっている。こうした第三者の保護の範囲をめぐる議

論においては、登記の懈怠に対する制裁の必要性や自由競争の尊重が議論さ

れてきた48。

1．現行土地法

フィンランドにおいては、権利登記の時点ではなく売買契約の締結時点が

44 法典調査会・民法議事速記録1976，264．松尾1994，108は、日本における不動産取引の実態（所
有権譲渡の成否が当事者にとってすら不明確であること等）を指摘し、善意・悪意を不問とし
た起草者の立場に理解を示す（ただし、松尾は、第二取得者の行為態様の違法性の程度によっ
て権利取得を否定すべき場合があるとし、背信的悪意者排除論は是認する。同109）。
45 民法177条における第三者とは、「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」をいう。大
連判明治41年12月15日民録14輯1276頁。
46 明治41年判決以前のものとして大判明治38年10月20日民録11輯1374頁、以後のものとして大
判明治43年11月1日刑録16輯1821頁、大判明治44年12月25日民録17輯909頁、大判明治45年6
月1日民録18輯569頁、大判大正10年12月10日民録27輯2103頁、大判昭和11年10月31日法学6
巻227頁等がある。
47 最判昭和40年12月21日民集19巻9号2221頁、最判昭和43年8月2日民集22巻8号1571頁等。
背信的悪意者排除説の通説的地位については、鎌田2007，84－86，101，注釈民法2009，674，松岡
2011，85，86を参照。
48 多くの文献がある。議論の沿革を辿りながら包括的な分析を加えるものとして、鎌田1985，
石田1995，七戸2007，注釈民法2009，654－661，666－667，673－681を参照。

日本とフィンランドにおける土地所有権移転の比較研究
（畑中・ホフレン） ―179―

（17）



二重譲渡の問題にとって決定的である。原則として第一の売買が優先するが

（土地法3章6条1項）、誠実な（bona fide）第二買主は、一定の基準を満

たした場合に保護を受けることができる。すなわち、第二買主が第一買主よ

りも早く登記をし、取得の時点で先行する売買を知らず、知らなかったこと

について不注意もなかった場合には、第二の売買が優先される（土地法13章

3条1項）。

第二買主が誠実であるとされるのは、先行する売買を知らず、かつその存

在を推測させる合理的な根拠がない場合のみである。第二買主は調査義務を

負うが、その義務は極めて限定されている。通常は、権利・担保登記簿を確

認することで十分である。この点に関しては、公証人による登記官への売買

の通知（公証人法6条1項）と、権利・担保登記簿への売買の記入が重要で

ある（土地法7章5条）。オンライン・プラットフォームによって売買を締

結した場合には、売買情報は自動的に登記簿に記入される。権利・担保登記

簿への記入は全て、記入日の翌日（平日）から公知のものになるとされる（土

地法7章3条）。その結果、第二買主は、たとえ第一買主が登記を申請しな

い場合であっても、先行する売買を知るべきことになる。これにより、第二

買主が誠実性に基づいて優先的保護を受けることは極めて困難なことになる。

先行する売買の情報が存在しない場合、第二買主は誠実であると考えられ

る。買主になろうとする者は、登録された情報を信頼することができ、原則

として売主の権利を調査する義務はない。しかし、疑わしい状況を知ってい

る場合には（例えば、売主以外の者が土地を利用しているのを見た場合）、

第二買主はさらに調査をしなければならない。もし第二買主がその調査を

怠った場合には、第一買主に対する保護を得ることができない49。

49 See, e.g., Jokela,- Kartio & Ojanen 2010, 317 and Niemi 2004, 238-239.
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2．二重譲渡に関する準則の変遷

土地法改正以前においても、第一買主は第二買主に対して優先的に保護さ

れた（1734年土地法4章4条）。1734年土地法の規定はきわめて曖昧であり、

誠実な第二買主が保護されるか否かは明確ではなかった50。権利登記制度が

存在せず、土地の取得は裁判所での宣言によって公示された。三回の宣言の

後、売主の親族は、一定期間、買戻権を行使することができた。その期間の

経過後、裁判所は買主に対して権利証を発行した。その後に買戻権が行使で

きないことは明らかであったが、宣言または権利証が、売主の親族以外の第

三者との関係で、買主を保護するものか否かは明確ではなかった51。

1930年に権利登記制度が導入され、買戻権は廃止された。さらに、法的安

定性を高めるために、誠実な買主（第二買主を含む）の特別保護規定が立法

された。何年も占有した土地を失う危険は、土地の生産的利用に対する意欲

を損なうものと考えられた52。しかしながら、第二買主を保護するための新

たな要件は、極めて厳格なものであった。たとえ第一買主が登記を申請して

おらず、第二買主が誠実でありかつ登記を申請したとしても、第二買主は直

ちには保護されなかった。第二買主はさらに土地を占有しなければならな

かった。第一買主は、第二買主による登記および土地の占有後一年間は、第

二買主に対して訴訟を提起することが可能であった53。

1995年の法改正には複数の目的があった。その一つは、不動産に対する権

利について信頼できる登記簿を作ることにあった。そこで、登記情報に対す

る信頼保護のための準則が立法された。さらに、誠実な取引の保護も目的と

されていた。その結果、登記情報に依拠することが許されるのは、誠実な（す

50 See Lvk 1/1927.
51 Lvk 1/1927, 11.
52 Lvk 1/1927, 21.
53 権利の登記および不動産取得の異議に関する法律（Laki lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaan-
non moittimisajasta）21条2項。
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なわち、先行する譲渡を知らず、また知るべきでもなかった）者のみとされ

た54。フィンランドでは、自由競争を理由として、先行する売買を知ってい

る第二買主を保護すべきとは考えられてこなかった。自由競争は有効な売買

契約が締結されるまでは存在するが、その後は、土地を購入したい者は売主

ではなく買主と交渉すべきである。

3．二重譲渡の法的構成

日本では、二重譲渡の法的構成について様々な学説が存在し、現在でも議

論が続いている55。他方、フィンランドにおいては、二重譲渡の法的構成は

追究されていない。前述したように、所有権移転に対するアプローチは機能

的・分解的なものである。すなわち、ある者はある者との関係では保護され

るが、別の者との関係では保護されない。所有権概念や所有権移転から法的

効果を導くことはできない。様々な関係において買主がどのような法的保護

を受けるかは立法者によって決定される。

現行土地法の立法に際しては、権利・担保登記簿の信頼性が重視された。

円滑で安全な土地取引を確保するためには、買主になろうとする者が登記情

報を信頼できなければならない。権利・担保登記簿に関する公信の原則によ

り、登記情報に対する第三者の信頼が保護される。第一買主の権利が登記さ

れていない場合、第二買主は、登記情報を信頼する権利を有し、保護される

ことになる。第二買主の保護は、信頼の保護であるが故に、誠実な買主に対

してのみ与えられる56。この準則は第一買主にとって酷に過ぎるものではな

い。なぜなら、第一買主は売買の後直ちに登記を申請することで自衛できる

からである。

54 HE 120/1994, 22.
55 数多くの文献がある。包括的な分析を加える文献として、例えば、鎌田2007，61－75を参照。
56 HE 120/1994, 22 and 89.
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第4節 不実の登記に対する信頼の保護

日本では、登記には公信力がないとされている57。登記官が実質審査権限

を有しないこと等がその理由である。登記を信頼した買主が真実の所有者に

優先して保護されるならば、日本においては真実の所有者の側に深刻な被害

が生じるおそれがある58。

しかし、裁判所は、民法94条2項の類推適用によって、一定の場合にその

ような保護を認めてきた59。それによれば、買主が登記を信頼したというだ

けでは足らず、真実の所有者に所有権を失うに値する帰責性がなければなら

ない。所有者の帰責性を必要とすることで、所有者が自ら関与することなく

所有権を失うという事態の発生を防いでいる。このように所有者の帰責性は

真実の所有者の保護によって重要な役割を果たしているが、帰責性という基

準は曖昧である。裁判所は登記に対する信頼保護の範囲を拡大してきており60、

保護の限界が重要な論点となっている61。

1．現行土地法

フィンランドでは、主たる準則は、土地を売却する権限は真実の所有者の

みが有する、というものである。売主による土地の取得に瑕疵があり、売主

が所有権を取得できない場合には、真実の所有者は、買主に対して土地の返

還を請求することができる。例えば、売主が真実の所有者との契約によって

土地を取得したものの、後にその契約が無効であると判明した場合には、真

57 例えば、我妻1983，241、滝沢2013，43を参照。
58 登記の公信力を否定する根拠をまとめた文献として、半田1985，198を参照。
59 最判昭和29年8月20日民集8巻8号1505頁がリーディングケースとされる（中舎2007，65）。
判例の分類と展開については、中舎1998と同2007を参照。
60 最判平成18年2月23日民集60巻2号546頁。
61 中舎2007，67－68．
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実の所有者は買主に対して土地の返還を請求することができる。しかし、売

主が所有者として登記されていた場合には、誠実な買主は誠実性による取得

の準則によって保護される。

誠実性による取得の準則は、権利・担保登記簿に関する公信の原則に基づ

いている。不実の登記情報を信頼した買主は、真実の所有者以外の者から所

有権を取得し得ることになる。誠実性による取得は、買主が土地を取得した

時点で売主が所有者として登記されていたこと、買主は売主が真実の所有者

でないことを売買時に知らず、かつ知る必要もなかったことを必要とする。

買主による登記の申請は，要件とされていない（土地法13章4条1項）。

しかし、誠実な買主であっても、保護を受けられない例外的場合がある（土

地法13章5条）。以下、その例外的場合を紹介したい。

第一に、「権原証書その他の取得証書」または代理の委任状が強要されて

いた場合である。「権原証書その他の取得証書」とは、売買契約書や、その

他の原因（例えば贈与）による土地取得の証書のことである。登記申請者は、

登記所にこの証書を示さなければならない。非常に稀ではあるが、強要され

た譲渡に基づいて権利の登記がなされる可能性がある。この場合、その登記

に対する信頼は保護されない。例えば、Ｂが、Ａに対して、Ａの土地をＢに

売却する旨の売買契約を強要したとする。そして、Ｂは、登記所に対して、

（強要した）売買契約書を示し、権利の登記を得たとする。この場合、Ｂか

ら土地を購入したＣは、真実の権利者Ａに対する保護を得ることができない。

委任状の強要は次のような場合である。例えば、Ｂが、Ａの土地の売却権限

をＢに与える旨の委任状の作成をＡに強要したとする。Ｂは、その委任状を

Ｃと公証人に示し、Ａの土地をＣに売却したとする。Ｃが権利の登記を申請

し、それが認められた後、ＣはＤに土地を売却したとする。この場合、Ｄは、

真実の権利者Ａに対する保護を得ることができない。

第二に、真実の所有者が物理的な暴力またはその恐れによって譲渡を強制
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された場合である。

第三に、売主が過誤によって所有者として登録された場合または登記官の

決定に基づくことなく登記への記入がなされた場合、である。

以上のように、真実の所有者は、自身の寄与が全くない場合には所有権を

失わない。

2．1995年の改正の意義

1995年の改正前は、買主は、真実の所有者が占有を失い、買主の権利が登

記された後10年が経過して初めて、真実の所有者から保護されていた62。こ

のように、誠実な買主であっても、売買または権利登記の後直ちに保護され

たわけではなかった。その理由の一つは、権利・担保登記簿が十分信頼でき

るものではなかったことにある。虚偽の売買が登記され、真実の所有者がそ

の登記に全く気づかないという事態が生じ得た。それゆえ、もし誠実な買主

が売買または登記の後直ちに保護されるとするならば、真実の所有者の地位

は非常に弱いものとなったであろう。土地を占有する真実の所有者は土地の

喪失を心配すべきではなく、それゆえ、誠実な買主は土地の占有を得た後に

のみ保護される、と考えられていた63。

その後、誠実な買主を保護するための厳格な要件は、問題があると考えら

れるようになった。登記情報を信頼した者に不測の損害を与える可能性があ

るからである64。権利・担保登記簿がより信頼できるものとなった段階で、

以前よりも登記情報に基づいて誠実な買主を保護することが可能となった。

1995年改正の目新しさの一つは、登記官の調査義務を導入した点にある。

62 権利の登記および不動産取得の異議に関する法律（Laki lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaan-
non moittimisajasta）21条1項。
63 Lvk 1/1927, 32.
64 HE 120/1994, 20.
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調査官が売主が土地所有者かどうか、売買が有効かどうかを調査した後での

み、権利登記が実行される。これらの基準が満たされない場合、登記は行わ

れない。

登記官は書面と登記情報に基づいて調査を行う。買主は、売買契約書を添

付して申請しなければならない。その契約書は、原本または公証人もしくは

当局が認証したコピーでなければならない（土地法12章1条1項）。売主が

登記簿上の所有者である場合には―それは通常のことであるが―、登記官は

それ以上売主の権利を調査しない。売主が登記された所有者でない場合には、

買主は売主の所有権を証明しなければならない（土地法12章1条2項）。例

えば、売主とその前主（登記されている）との売買契約書を証明に用いるこ

とができる。

登記実行前の上記調査によって登記簿の公的信頼性を確保することが可能

となり、誰もが登記情報を信頼する権利を持つことになった。1995年改正の

後、誠実な買主は、売主の所有権が登記されていれば、売買後直ちに保護さ

れることになった。

第3章 債権的土地利用権と所有権移転

日本では、土地の買主は一定の場合に借地権を負担しなければならない。

民法は不動産賃貸借を登記することで新所有者に対抗できるとしているが

（605条）、この制度は普及せず65、より容易な対抗要件が特別法によって導

入された。借地権については借地人の所有する建物の登記が、借家権と農地・

採草牧草地の賃借権については目的物の引渡しが対抗要件とされた66。また、

65 注釈民法1996，183－184。
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たとえ賃借人が対抗要件を備えていない場合であっても、買主は、登記をし

なければ土地の明渡しを請求できない（民法177条）。さらに、買主が借地人

による土地利用を知っている場合には、明渡請求が権利濫用とされる場合が

ある67。

フィンランドでは、伝統的に「売買が賃貸借を破る」、すなわち、買主は

債権的利用権の負担なく土地を取得できるとされてきた。1900年代、賃借人

その他の土地利用権者を保護するために、この原則に対する例外が定められ

た。いくつかの利用権が登記できるようになり、また、いくつかの権利につ

いては登記せずとも買主に対する拘束力が認められた68。現行法の制定前、

賃貸借は、登記または権利者による土地の占有取得によって、新所有者を拘

束するとされていた（借地法12条）69。1995年の土地法改正によって、土地

の賃貸借その他の権利はより強く保護されることになった。すなわち、買主

がそれらの権利を知りまたは知るべきであった場合には、借主は上記要件を

備えていない場合でも通常保護されることになった。

土地利用権は二種類に分けることができる。最も重要な権利は、土地法14

章1条において列挙されている。すなわち、①賃借権その他の利用権、②土

地から定期金給付を取得する権利、③木材を取得する権利、④土地の構成物

または鉱物を取得する権利、である。これらの権利は登記することができる

し、登記しない場合でも強く保護される。登記は所有者からでも権利者から

でも申請することができる（土地法14章9条）。登記に対する所有者の同意

は不要である。実際にも、賃借人の権利の登記を認めないとする契約は法的

に禁じられている70。

66 建物保護法1条（1909年）、借家法1条（1921年）、農地法18条（1952年）。現在では、借地
借家法10条、31条および農地法16条に引き継がれている。
67 最判昭和38年5月24日民集17巻5号639頁、最判昭和43年9月3日民集22巻9号1817頁。
68 See, e.g., KM 53/1989, 23-26 and Tuomisto 1993, 85-86.
69 maanvuokralaki 258/1966.
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登記しうる権利は、原則として所有権と同様の保護を受ける。このように

強く保護する理由は主に二つある。第一に、それらの権利は所有権と同程度

に重要なものと考えられる。第二に、土地法は誠実な取引の保護を重視して

おり、誠実な買主のみが、先行する権利に対する保護を受けることができる。

それゆえ、登記しうる権利は、たとえ目的物の売買の時点で登記されていな

くても、後続の所有者を拘束する。誠実な買主のみが、登記しうる権利の負

担のない土地を取得できるのである。

誠実な買主の保護に関する準則は、二重譲渡に関する準則と同様である。

買主が売買時点で利用権の存在を知らず、かつ知るべきでもなかった場合、

買主は、利用権の登記申請前に自身の権利の登記を申請すれば、利用権の負

担のない土地を取得することができる（土地法14章7条1項、3章7条、13

章3条）。

借地については、賃借人の地位をさらに強化する特別の準則が存在する。

たとえ賃貸借が登記されていない場合でも、賃借人が売買以前に土地を占有

したときは、賃貸借は後続の所有者を拘束する（借地法12条）。土地法の起

草資料によれば、このことは誠実の原則に著しく反するものではない。なぜ

なら、後続の買主は、賃借人が土地を占有していれば、通常は賃貸借に気付

くからである71。

土地法14章1条に列挙されていない権利については、原則として、後続の

所有者からの保護は認められない。しかし、買主が売買時点で現にそれらの

権利の存在を「知っていた」場合には、買主はそれらの権利によって拘束さ

れる。先行する権利を知っている買主については、そのような権利から保護

する必要はないと考えられる。土地法14章1条に列挙された権利とその他の

70 See maanvuokralaki 1:4, laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 9§, and laki liikehuoneiston
vuokrauksesta 8§.
71 HE 120/1994, 140.
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権利の主な相違は、①その他の権利は登記することができず、②買主はその

ような権利があるかどうか調査する必要がない、という点にある。こうした

相違の背景には、上記規定に列挙された権利は最も重要な権利と考えられる、

との発想がある。しかし、たとえ登記できない権利は登記できる権利より重

要性が劣ると考えたとしても、第三者の権利の存在を現に知っている買主を

保護するならば、誠実な取引の原則に反することになる72。

第4章 比較

第1節 所有権移転の枠組み

所有権移転の枠組みは、日本では次の諸点から成り立っている。すなわち、

①所有権移転の要件、②所有権の移転時期、③二重譲渡における買主の優劣

関係73、④不実の登記に対する信頼の保護、である。

日本とフィンランドでは、これらの点について多くの違いがある。しかし、

②を別にすれば、一般的に言って、フィンランドの土地法とその諸原則は、

日本における近時の動向と同じ方向にある。以下、それぞれの点について一

般的な比較を行いたい。

①について。日本とフィンランドでは、所有権移転の要件の捉え方が大き

く異なっている。日本では、所有権移転の要件は、意思主義であれ形式主義

であれ、所有権移転を一度に発生させる要件として設定されている。これに

対し、フィンランドでは、所有権移転は複数の要件のもと複数の段階を経て

72 Tammi-Salminen 2001, 163.
73 対抗問題は二重譲渡以外にも多様な場面で生じるが、本稿ではフィンランド法との比較を容
易にするために検討対象を二重譲渡に限定した。
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発生する現象であるから、所有権を一気に移転させる要件の設定は不要であ

る。フィンランド法も、日本法と同様、売買契約を所有権移転の原因として

いる。しかし、売買契約の成立要件が（包括的）所有権移転の要件にもなる

かという問題は生じない。

以上のような相違がありつつも、売買契約の成立要件についていえば、実

務上、両国間に大きな相違はないと考えられる。フィンランド法と異なり、

日本法は土地譲渡契約の形式要件を強制していない。しかし、実務において

は、通常、不動産業者が契約書を起案し、契約内容は標準化されている。契

約成立時点についても、「不動産売買については、売買契約書の作成と手付

の授受を通じて終局的な売買の合意がなされることが多い」とされる74。こ

うした実務を考慮すると、実際の状況は日本とフィンランドでそれほど大き

く異ならないと考えられる。

②については、日本の通説とフィンランド法は大きく異なっている。フィ

ンランド法は、包括的所有権の移転という理論枠組みから、実務上の判断を

解放している。これに対し、日本法は、そうした理論枠組みを維持しつつ、

当事者の合理的な意思解釈によって、現実に生じる問題に対応しようとして

いる。こうした基本的発想の相違が実務上どのような相違を生じるか、合理

的意思解釈によって対応できない問題があるかを検討する必要がある75。

③について。フィンランドでは、第二買主は善意・無過失の場合にだけ保

護される。日本においても、善意または善意・無過失の第二買主のみを保護

すべきとの主張が有力化している。

④について。日本の判例は、真実の所有者に帰責性がある場合に買主の信

頼を保護してきた。学説においても、不実の登記に対する信頼の保護は、判

74 横山2007，92．この他、横山1990－1，7－8，横山1990－2，292－298，鎌田1986，114，116，鎌田
2007，19－20，河上2012，66を参照。
75 鎌田2007，19－20を参照。
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例と同様、一定の範囲に制限されるべきと主張する見解がある76。

フィンランドでは、誠実の原則は、③④に関する重要な基本原則となって

いる。日本においても、③④に関する準則は統一的に理解されるべきとの学

説が主張され、注目されている。この議論においては、「正当性」が統一的

な基準として指摘されている77。

第2節 土地取引に関する制度の一般原則

1．土地取引の倫理と費用

フィンランド法は、契約および「所有権」移転を迅速・正確に公示し、買

主になろうとする者に対して注意義務を課すことによって、土地取引の安全

を図っている。土地譲渡契約は、買主が権利の登記を申請する前でさえ、行

政によって公示される。オンライン・プラットフォームを用いた契約におい

ては、登記申請も自動的に行われる。買主になろうとする者は、注意義務を

果たさなければ保護されないため、通常それらの情報を調査する。権利・担

保登記簿を見れば通常十分であるから、調査にかかる費用は低い。登記情報

が誤っていた場合、注意義務を果たしていた買主は、一定の要件の下で所有

権を取得できる。所有権を取得できない場合であっても、国による補償を受

けることができる。

これらの制度は、誠実な買主のみが保護されるべきとの取引倫理を保護す

るとともに、取引の安全確保にかかる当事者の費用を低減しているといえる。

買主は、二重譲渡の問題でも不実登記の問題でも、権利・担保登記簿を確認

76 多田2011，25－27，28－29注（28）、多田2012，28－29を参照。この立場は古くは鳩山説に見ら
れる。鳩山1955，87参照。他方、絶対的な信頼保護を主張する見解として、半田1985，231を参
照。日本における公信力の議論については、半田1985，中舎1998，鄭2014，254－279を参照（鄭
は近時の立法論も含めた検討を行っている）。
77 川井1975，314，320，川井2005，36，39－40，鎌田1985，108，鎌田2007，59－60，73－74，130－131．
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すれば保護されるからである（前述のように、そのためにかかる費用は低い）。

契約締結にかかる費用の低減も図られている。フィンランドでは、法律家

に相談することなく不動産売買が行われるのが通常である。不動産業者は、

関連する登記を確認し、当事者のために契約書を作成することができる。公

証人の認証が強制されているため、契約締結にはその分の費用がかかるが78、

オンライン・プラットフォームを用いれば公証人の認証は不要となる79。こ

のように契約締結にかかる費用も低減されている。

日本では、公証人を含む法律家の関与は強制されていない。しかし、土地

取引の安全を確保するために入念に組み立てられた実務が存在し、取引の手

続きはかなり標準化されている。日本でも不動産業者が重要な役割を果たし

ており、通常、契約書は不動産業者によって作成される。不動産業者は司法

書士に登記の確認を依頼し、登記の申請も司法書士によってなされる。取引

の安全は、不動産取引の専門家、特に不動産業者と司法書士に依存している。

フィンランドの実務と比較すると、法律家（司法書士）の役割がより大きい

と言えそうである。

フィンランド法は、取引倫理と取引の安全を維持しながら、より容易に取

引できるようにしてきた。そのための基本的な制度は、迅速かつ正確な取引

の公示、登記に対する容易なアクセス、誠実な買主の保護、である。取引倫

理と取引の安全の確保、そして取引の容易化は、日本においても重要な課題

である。日本法の観点からは、上記制度を構築したフィンランドの背景事情、

たとえば登記や ITの状況、不動産業者の能力、業者を用いる場合の費用等

の調査が必要である。

782014年には、公証人の認証にかかる費用は112ユーロであった。
792014年には、オンライン・プラットフォームによる不動産の売却にかかる費用は55ユーロで
あった。
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2．誠実性の原則－土地取引に関する制度の体系的基礎－

フィンランドでは、誠実性の原則は、私法における最も重要な原則の一つ

である。誠実性の原則は、土地に対する権利の衝突全般に適用される。フィ

ンランドの制度の前提は、既存の権利を第三者から保護するというものであ

るが、誠実な第三者は、登記されていない既存の権利から保護される。

二重譲渡および不実の登記に対する信頼保護の問題において、誠実性とは、

単に「知らなかった」だけではなく「不注意でもなかった」ことを意味して

いる。誠実性の原則は、登記できない利用権についても、より制限された形

（すなわち無過失は要求しない）ではあるが、適用される。

日本の判例と通説は、誠実性の原則をフィンランド法ほど体系的には採用

してはこなかった。しかし近時、この原則は重視されるようになってきてい

る。いわゆる公信力説において、そのような考え方を見出すことができる（た

だし、包括的な所有権の帰属先を論ずる点はフィンランド法と異なる）80。

フィンランド法は、誠実性の原則の下で、二重譲渡の問題と不実の登記に

対する信頼保護の問題を把握している。日本においても、これら二つの問題

は密接な関係にあると主張されている81。フィンランド法は、同一の原則に

基づいて二つの問題を解決しつつ、問題の領域が重複しないよう制度を設計

している。不実の登記に対する信頼保護の準則は、売主が、その前主と締結

した契約に瑕疵があるが故に所有権を有しない場合に適用される。この要件

は、不実の登記に対する信頼保護の準則を二重譲渡の場面から切り離す役割

を果たしている。

3．登記簿の正確性の確保

フィンランドでは、権利の登記は買主に義務付けられている。また、権利

80 公信力説の特徴をまとめる文献として、鎌田2007，35－36，59－60，71－74を参照。
81 前掲注（77）。
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の登記とは異なるが、土地譲渡契約の締結は公証人によって登記官に報告さ

れ、登記簿に記入される。オンライン・プラットフォームを用いた場合には、

契約情報の記入も権利の登記も自動的に行われる。契約の締結は、日本法よ

りも密接に登記に結びつけられている。日本では、権利に関する不動産登記

は当事者の公的な義務とはされていない82。

4．体系的な法理論の役割

日本では、所有権移転に関する複数の問題（所有権を移転させる行為の意

義や所有権の移転時期、二重譲渡の取扱い等）を体系的に解決できる法理が

模索されてきた。フィンランドでは、そのような体系的法理は追究されてお

らず、より政策的な根拠に基づいて制度を構築し、あるいは説明している。

フィンランド法のこのような姿勢は、日本では、段階的所有権移転論と二

重譲渡論における鈴木禄弥の実践的姿勢と共通するものといえる83。

第3節 個別的論点

1．二重譲渡における注意義務

日本では、悪意の第二買主の保護を否定する学説が有力になっている。そ

こでは、自由競争の尊重によって契約への妨害を正当化すべきでないと批判

されている。また、登記の懈怠に対する制裁の必要性も、登記制度が整備さ

れ登記慣行が普及した今日の社会においては、疑問であるとされる84。しか

82 日本における不動産登記制度の課題については、大場2010，64－72，133，147－154，259－260，
459－460，鄭2014，179－180，183－184を参照。
83 鈴木の二重譲渡論については、鈴木1976，242－243，鈴木2007，133－135を参照。吉田2010，54
は、所有権の移転時期と二重譲渡の問題において、鈴木の機能主義的立場が見られることを指
摘する。
84 例えば、鎌田1974，114－115，121－122，127，鎌田2007，74，93－95を参照。
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し、それらの学説も、過失ある第二買主の取扱いについては意見が分かれて

いる85。

フィンランド法は、有過失の第二買主を保護しない。フィンランド法は、

古くから第二買主よりも第一買主を優先する準則を採りつつ、法改正によっ

て誠実な買主の保護を拡大してきた。しかし、その保護は善意・無過失の買

主に限定されている。

日本の通説は、自由競争の尊重と登記懈怠に対する制裁の必要性を根拠と

して86、悪意の第二買主にも保護を与えてきた87。フィンランドでは、そのよ

うな自由競争の考え方はとられていない。土地法上の制度は、既存の契約の

尊重に基礎を置いている。他方、登記の懈怠に対する制裁については、類似

の考え方があるように思われる。フィンランドでは通常、法制度は、より注

意を払った当事者に対して保護を与える。第二買主は、自身が誠実であり（す

なわち、十分注意していたが第一の売買に気付かず）、第一買主よりも早く

登記をした場合には、第一買主よりも注意を払っていたといえる。他方、第

一買主は、注意深く行動し契約締結後直ちに登記を申請していたならば、後

続の買主との関係で不動産を失う可能性はなかった。この考え方は、不注意

85 数多くの文献がある。例えば、篠塚昭次は、第二譲受人は、第一譲受人の登記懈怠という過
失を非難するのだから、自分自身にも過失があってはならないとする。その結果、善意であっ
ても過失があれば保護されないとする（篠塚1970，101－102）。石田喜久夫は、真正所有者（二
重譲渡の場合、第一譲受人になると思われる－筆者）の意思的関与を前提としつつ、善意・無
過失を必要とする（石田1979，189，215）。松岡久和は、第一譲受人が所有権を取得している場
合については善意・無過失を要件とし、そうでない場合については故意的態様の不存在を要件
としている（松岡1984，35－37．松岡の見解については、他に松岡2011，86を参照。松岡に賛同
する見解として、七戸1991，273注（169）がある）。半田正夫は、第一譲受人に登記欠缺につい
て帰責事由がある場合には善意のみを、帰責事由がない場合には善意・無過失を要件としてい
る（半田1980，76－77）。米倉明は善意・無重過失を要件とする（米倉1972，119注（19））。吉田
邦彦は善意を要件としている（吉田1991，578－579）。石田剛は、第一契約が履行段階に入って
いることを知っている第二買主の保護を否定する（石田1995，182－183）。
86 舟橋1960，183，我妻1983，168，滝沢2009，118－119．
87 我妻1983，159－161．
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な第一買主は制裁を受けるべきとの日本の考え方と似ている。ただし、フィ

ンランドでは、第二買主が不注意で第一の売買に気付かなかった場合には、

第一買主に対して制裁を課さない。この点で日本の伝統的見解と異なってい

る。

他者との間ですでに契約が成立していることを知る者は、その契約を妨害

するべきではない。この見解は取引倫理に沿うものである。では、第二買主

の注意義務はどのような根拠を有するであろうか。上述した「より注意を払っ

た当事者が保護されるべき」との考え方は、注意義務を根拠付けることがで

きる。

また、注意義務の設定は、二重譲渡の効果的な防止と、買主になろうとす

る者の調査費用の負担にも関わってくる。フィンランドでは、土地の買主は

通常、権利・担保登記簿の情報を確認する88。そこには、登記された権利、

登記の申請状況、そして、契約締結後に行政によって記入される取得情報が

含まれる。第二買主に対する注意義務の設定は、買主になろうとする者にこ

れらの情報を把握させることになるので、二重譲渡の防止に効果的である。

費用面でも、登記簿を見るだけだから負担は小さい。これに対し、買主にな

ろうとする者が何を確認すべきかが分からない場合には、調査費用が大きく

なるおそれがある。

2．不実の登記に対する信頼の保護

フィンランド法は、登記簿の公信力を認めつつ、信頼の保護を真実の所有

者の寄与がある場合に限定し、また、二重譲渡との重複を避ける要件設定を

行っている。これらの点は、不実の登記に対する信頼保護の制度を設定する

上で、有益なモデルを提供するものと思われる。

88 オンライン・プラットフォームで売買契約を締結する場合には、自動的にチェックがなされ
る。
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フィンランドにおける1995年の法改正は、登記簿の信頼性の向上を目的と

していた。それ以前は、登記はそれほど信頼できるものではなかった。1930

年代の改正においては、真実の所有者の保護が登記に対する買主の信頼保護

よりも重要とされていた。登記が十分には信頼できなかったため、誠実性の

保護は、登記のみに基づくことはできず、買主による一定期間の占有が必要

とされた89。1930年以前の準則は非常に曖昧なものであり、裁判所は時おり

それらを誠実な買主に有利なように解釈した90。

日本においても不実の登記が存在してきた。それらを信頼した者を保護す

る立法は存在しなかったが、裁判所は信頼保護のための判例を形成し、保護

の範囲を拡大してきた。他方、フィンランドにおいては、取得時効の諸要件

が存在した。誠実性の原則はフィンランド土地法の重要な基本原則であり、

取得時効もこの原則によって説明される。取得時効においては、保護のため

の要件が、①誠実であること、②登記すること、③一定期間占有すること、

として法定されている。そのため、裁判所はこれに満たない根拠に基づいて

保護を与えることができなかった。もし保護のための要件について立法が存

在しなかったならば、裁判所が「踏み込んで」保護を与えることはより容易

であっただろう。

3．所有権の移転時期

フィンランドでは、土地法1章1条が、所有権は売買契約等によって取得

されると規定する。日本でこれに相当する規定は民法176条である。同条に

ついては、包括的な所有権の移転原因のみならず、所有権の移転時期をも定

めた規定であるか否かが議論されてきた。

土地法の上記規定は、包括的な所有権の移転時期を定めたものではない。

89 Lvk 1/1927, 14 and 32.
90 Lvk 1/1927, 29
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契約締結時に移転するものは、包括的な所有権ではなく、その一部である。

土地法の別の規定によれば、当事者が他の合意をしない場合、買主は契約締

結時に占有権を取得する（同法2章12条2項）。他方、衝突する権利からの

買主の保護は、特定の時点で「移転する」ものではない。買主の動的保護の

あり方は、問題となる人間関係に応じて異なったものとなる。問題となる関

係が異なれば、妥当な解決基準も異なってくる。例えば、買主は、契約締結

後直ちに、後続の不誠実な買主および売主の債権者から保護される。さらに

登記をすれば、買主は全ての後続の買主から保護される。

所有権は段階的に移転するという考え方は、個々の問題解決のための具体

的基準を与えるものではない。この考え方の主要な点は、そのような解決基

準に関する議論を、所有権の帰属先をめぐる包括的説明から解放することに

ある。そうすることで、所有権の理論的枠組みよりも、当事者の利益衡量や

政策的判断により多くの注意を払うことができる。

段階的所有権移転論は、日本においてはさらに別の意義を有する。日本法

は、「所有権」や「物権」といった概念を用いて構成されている。例えば、

二重譲渡の場合、買主は登記をしなければ「所有権を対抗する」ことができ

ない91。それゆえ日本においては、土地取引をめぐる紛争は、所有権という

概念を用いて解決される。その結果、誰が所有権を有しているかが問題とな

る。ここで段階的移転論は、所有権概念の解釈論としての意義を持つことに

なる。すなわち、所有権という概念は、全ての場面で同じ内容である必要は

なく、場面毎に適切な意味を与えればよいとの解釈である92。

4．債権的土地利用権の保護

フィンランド法も日本法も、「売買は賃貸借を破る」という一般原則の下、

91 吉原1982，163．
92 鈴木1976，123，125，131，147，158，166．
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一定の範囲で債権的土地利用権の保護を図っている。保護のあり方は次のよ

うに異なっている。

まず、日本では賃貸借の登記が普及せず、賃借権保護のために新たな対抗

要件が導入された。登記が普及しない原因として、共同申請主義の下、賃貸

人に登記協力義務がないことが指摘されている93。これに対し、フィンラン

ドでは賃借人だけで登記することができる。

次に、日本では、対抗要件を備えていない賃借権について、権利濫用論に

よる対処がなされている。そこでは、買主が悪意であり、さらに何らかの事

情が加わった場合に、賃借権が保護されている94。フィンランドでは、登記

されていない賃借権も、後続の買主が善意・無過失でなければ保護されるし、

さらに、賃借人が売買以前に土地を占有していれば、善意・無過失の買主に

対してさえ保護される。フィンランド法は日本法よりも広く賃借権を保護し

ていると考えられる。

さらに、フィンランド法は、土地利用権を登記できるものと登記できない

ものとに分け、保護の程度を変えている。登記できない利用権は、悪意の買

主に対してのみ拘束力が認められる。登記できない権利については、買主は

調査義務を負わない。

フィンランド法は、土地取引における一般原則として、誠実性の原則を採

用している。上述した債権的利用権の取扱いを考慮に入れるならば、誠実性

の原則は、先行する権利の重要性と調査にかかる費用に応じて、異なって具

体化されているといえる。これは、誠実な買主保護の制度設計にとって有益

なモデルといえるのではないだろうか。

93 注釈民法1996，184，186，山本2005，493，笠井・片山2008，247．
94 我妻1983，160，注釈民法2002，183－184．
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おわりに－日本法とフィンランド法の比較研究の重要性－

本稿では、日本における所有権移転の重要論点に沿ってフィンランド法を

紹介し、日本法との比較を行った。

法制度を比較するためには、社会的背景の研究が必要である。特に物権法

はその国の事情、例えば不動産業者の能力、取引や登記の状況や沿革、登記

申請費用の多寡を強く反映する。比較法のためには、これらの事情を調査し

比較する必要がある。

本稿ではそのような社会的背景の比較は行っていない。しかし、土地取引

に関する個々の準則と基本原則を見てみると、フィンランドにおいては、日

本で近時有力化している見解が通説的地位を獲得し、あるいは立法的に実現

されている。このことは、社会的背景の比較を含む、両国制度の詳細な比較

研究に価値があることを示しているのではないだろうか。

フィンランドでは、1995年に土地法が大きく改正された。この改正によっ

て、公示に対する信頼保護が強化された。二重譲渡においては、第二買主は

善意・無過失と登記という要件を満たせば保護されることになった。その他

の要件は廃止された。不実の登記に対する信頼の保護についても、善意・無

過失の買主が保護されることになった。これらの改正は、誠実性の原則が以

前よりも進展したことを意味している。さらに、誠実性の原則は債権的利用

権の保護の根拠ともなっている。

誠実性の原則は、第一買主や真実の所有者に不利益を与えるが、フィンラ

ンドにおいては、その不利益を根拠づける合理的な理由が伴っている。すな

わち、二重譲渡の問題において、第一買主は、登記を申請した善意・無過失

の第二買主よりも注意を払っていなかったと考えられる。また、不実登記に

対する信頼の保護は、真実の所有者が不実登記の形成に寄与した場合に限定

されている（さらに、そのような所有者であっても国からの補償を受けるこ
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とができる）。

フィンランド法は、土地取引の迅速かつ正確な公示を維持しつつ、取引の

効率性を高めてきた。土地譲渡契約の成立要件は簡易化の歴史を辿ってきた。

契約を認証する証人の数が減らされ、現在では公証人のみとなった。さらに、

近時導入されたオンライン・プラットフォームによる契約においては、公証

人の認証も不要とされている。

このように、フィンランド法は、第一買主の不注意な行動や所有者の不実

登記への関与を考慮しつつ、誠実性の原則と効率性を進展させてきた。さら

に、所有権の分解的把握と段階的移転論は、包括的所有権の移転時期という

問題設定を不要なものとした。この機能的アプローチはまた、二重譲渡にお

いて、所有権の帰属先に基づく理論的説明を不要とした。

日本においても、誠実性の原則と所有権概念の機能的分析が議論されてき

た。少なくない学者が、善意または善意・無過失の第二買主のみを保護すべ

きと考えるようになっている。不実の登記に対する信頼の保護が図られ、対

抗問題との接近が議論されている。段階的所有権移転論が注目されてきたこ

とは周知の通りである。前述のように、フィンランド法は誠実性の原則と機

能的アプローチを追究し、日本において議論されてきた選択肢を法典化し、

あるいは通説化してきた。フィンランド法は、日本法の将来像を探る上で、

比較法上の重要性を持つといえるのではないだろうか。
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